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消
防
庁

三
十
三

消
防
組
織
法
（

十

年
法

十
六

）

三

十

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に

関
す
る
基
本
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年

月
十

日

消
防
庁
長

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
基

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関

す
る
基

的
な

１

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
必
要

消
防
は
、
災
害
や
事

の

化
及
び
大
規
模
化
、
都
市

の

化
、
住
民

ー

の

化
等
の
消
防
を
取
り

巻
く

の
変
化
に
的
確
に
対

し
、
今
後
と
も
住
民
の
生

、

体
及
び
財

を

る

を

う
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

規
模
な
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、

動
体
制
、
保
有
す
る
消
防
用
車
両
、

要
員
の
確
保
等
に

限

が
あ
る
こ
と
や
、
組
織
管
理
や
財
政
運
営

で
の

し

さ
が
指

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
消
防
の
体
制
と
し
て

は
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
を

す
る
た
め
に
は
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化

に
よ
り
、
行
財
政
上
の

な
ス

ー
ル

を
実
現

す
る
こ
と
が
極
め
て
有
効
で
あ
る
。

体
的
に
は
、
広
域
化

に
よ
っ
て
、

①

災
害
発
生
時
に
お
け
る

動
体
制
の
強
化

②

統
一
的
な
指

の
下
で
の
効
果
的
な
部
隊
運
用

③

本
部
機
能
統
合
等
の
効
率
化
に
よ
る
現
場
活
動
要
員

の
増
強

救
急
業

や

防
業

の
高
度
化
及
び

化

財
政
規
模
の

大
に
伴
う
高
度
な

機

の
計
画
的

な
整
備

消
防
署
所
の
配
置
や
管

区
域
の

正
化
に
よ
る
現

場

時
間
の

等
、
消
防
力
の
強
化
に
よ
る
住
民
サ
ー

ス
の
向
上
や
消
防

に
関
す
る
行
財
政
運
営
の
効
率
化
と
基

の
強
化
が
期

さ

れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
六
年
以
降
、
自
主
的
な
市
町

村
の
消
防
の
広
域
化
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。

の
消
防
本

部
の

は
、

も

か
っ
た
平
成
三
年
十
月
の

三
十
六

本
部
か
ら
、
平
成
十
八
年
四
月
に
は
八

十
一
本
部
に
ま
で

減
少
し
て
い
る
が
、
広
域
化
と

行
し
て
進
め
ら
れ
た
市
町

村
合

の
状
況
と

す
る
と
、
広
域
化
が
十
分
進
ん
だ
と

は
言
い

い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
十
八
年
に
お

い
て
は
、
都
道
府
県
の

の

確
化
と
、
市
町
村
に
お
け

る
十
分
な

を
確
保
す
る
た
め
の
関
係
者
の

の

組

み
の

設
と

せ
、
災
害
の
大
規
模
化
・

化
等
の

の
変
化
に
的
確
に
対

す
る
た
め
に
広
域
化
の
目

と
な
る

消
防
本
部
の
規
模
を

き
上
げ
る
こ
と
等
を
内

と
し
て
、

広
域
化
を

に
推
進
す
る
た
め
の
消
防
組
織
法
の
改
正
及
び

こ
れ
に
基
づ
く
本
指
針
の
策
定
を
行
っ
た
。

以
来
、
改
正
後
の
消
防
組
織
法
に
基
づ
き
各
都
道
府
県
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
推
進
計
画
に
基
づ
く
取
組
が
進
め
ら
れ

て
き
た
と
こ

で
あ
る
が
、
本
指
針
が
策
定
さ
れ
た
当

の

広
域
化
の
実
現
の
期
限
と
し
て
い
た
平
成

十
四
年
度

に

は
平
成
十
八
年
四
月
か
ら

に

十

本
部
が
減
少
し
、
消

防
本
部

は

八
十
四
本
部
と
な
り
、
平
成

十
五
年
に

改
正
さ
れ
た
本
指
針
の
新
た
な
推
進
期
限
と
し
て
い
た
平
成

三
十
年
四
月
一
日
に
は

に
五
十
六
本
部
が
減
少
し
、
消
防

本
部

は

十
八
本
部
と
な
っ
た
と
こ

で
あ
る
。
広

域
化
を
行
っ
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
人
員
配
備
の
効
率

化
と

実
、
消
防
体
制
の
基

の
強
化
を
通
じ
た
住
民
サ
ー

ス
の
向
上
等
の
成
果
が
現
れ
て
お
り
、
広
域
化
に
伴
う
現

象
と
し
て
一
部
の
地
方

体
が
懸
念
す
る
、
消
防
署
所

の
配
置

え
に
よ
る
一
部
地
域
で
の
消
防
力

下
や
消
防
本

部
と
市
町
村
と
の
関
係
の

化
と
い
っ
た
事
実
は
認
め
ら

れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
広
域
化
し
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
広

域
化
の
意
図
す
る
成
果
が
現
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

体
的

に
は
、
管

人
口
十

の

規
模
な
消
防
本
部
（
以
下

「

規
模
消
防
本
部
」
と
い
う
。
）
が

消
防
本
部

の
約

六

を

め
る
な
ど
、
広
域
化
の
進
捗
は
ま
だ
十
分
と
は
い

え
ず
、

規
模
消
防
本
部
が

え
る
前

の
課
題
が

と

し
て

さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
で
、
日
本
の

人
口
は
、
平
成
十

年
に

後

め

て
減
少
に

じ
、

に
人
口
減
少

が

来
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
一

的
に
現

の
各
消
防
本
部
の
管

人
口
も

減
少
し
、
消
防
本
部
の

規
模
化
が
よ
り
進
む
と
同
時
に
、

生

年
齢
人
口
の
減
少
を
通
じ
た
財
政

の
制
約
も
よ
り

し
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
消
防
本
部
と
と
も

に
地
域
の
消
防
を

っ
て
い
る
消
防

員
の

い
手
不

の

題
も

に
懸
念
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
人
口
減
少

に
よ
り

密
度
化
が
進
展
し
て
い
る
が
、
消
防
活
動
と
し
て

必
要
な
署
所
等
の

は
大
き
く
は
変
化
し
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
、

体
制
の
確
保
な
ど
消
防
力
の

に

が
伴

う

能
性
も
高
い
。
こ
の
よ
う
な
人
口
動

等
に
よ
る

は
消
防
本
部
の
規
模
が

さ
い

ど

で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

さ
ら
に
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
自
力

者
の

増
加
に
よ
り

防
業

の
重
要
性
が
よ
り
一

増
し
て
い
る

か
、
救
急
需
要
が

大
し
て
お
り
、
特
に
こ
う
し
た

で

は
、
消
防
力
の
強
化
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
消
防
力
に
関
し
て
、
消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成

十

年
消
防
庁

一

）
及
び
消
防

の
基

（

三
十

年
消
防
庁

）
に
規
定
す
る
消
防
力
に

対
す
る
整
備
率
を
見
る
と
、
平
成

十

年
四
月
一
日
現

、

消
防
職
員
に
つ
い
て
は

十

・
四

、
消
防

に
つ
い

て
は

十
三
・
六

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ど
、

と
し

て
整
備
率
が

い
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、

規
模
消
防

本
部
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
消
防
本
部
よ
り
も
整
備
率
が

い

向
に
あ
り
、

え
ば
、
消
防
職
員
に
つ
い
て
は
、
管

人
口
三
十

以
上
の
消
防
本
部
が
八
十

・

で
あ
る

一
方
、

規
模
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
六
十
六
・
一

に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の

か
、
は
し

車
、
化

消
防
車
、

救
助

作
車
、
消
防

等
に
つ
い
て
も
、
消
防
本
部
の
規

模
に
よ
る

な

が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、

今

目
さ
れ
て
い
る
、
消
防
本
部
に
お
け
る

ス

ン

等

の
対

や

性
活

を
推
進
す
る
と
い

う

点
で
も
、
組
織
管
理
体
制
の
基

の
強
化
が
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
、

年
の

日
本
大

災
で
の

や
自

災
害

の

発
、
大
規
模
市

地

災
等
の
発
生
、
ま
た
、
今
後
の

災
害

ス

の
高
ま
り
も
指

さ
れ
る
状
況
を
踏
ま
え
て

も
、
広
域
化
に
よ
る

規
模
消
防
本
部
の
解
消
が
重
要
で
あ

る
。以

上
の
こ
と
か
ら
、

、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
一
体

と
な
り
、
消
防
力
の

・
強
化
に
当
た
っ
て

も
有
効
な

消
防
の
広
域
化
を
推
進
し
、

規
模
消
防
本
部
の
体
制
強
化

を
図
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と
な
っ
て
お
り
、

緊
の

重
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

消
防
組

に
お
け
る
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
基

的
な消

防
組
織
法
で
は
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
し
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

①

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
理
念
及
び
定

②

消
防
庁
長

に
よ
る
基
本
指
針
の
策
定

③

都
道
府
県
に
よ
る
推
進
計
画
の
策
定
及
び
都
道
府
県

事
の
関

等

広
域
化
対
象
市
町
村
に
よ
る
広
域
消
防
運
営
計
画
の

作
成

の
援
助
及
び
地
方
債
の
特
別
の
配
慮

こ
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備

及
び
確
立
を
図
る
こ
と
を

と
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
広
域
化
に
よ
っ
て
消
防
本
部
の

対

力
が

下
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 - 45 - 
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ま
た
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
と
は
、

以
上
の
市
町

村
が
消
防
事

（
消
防

の
事

を

く
。
）
を

同
し
て

理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
又
は
市
町
村
が

の
市
町
村
に

消
防
事

を

す
る
こ
と
を
い
う
と
定

さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
広
域
化
の
対
象
は
、
い
わ

る

備
消
防
で

あ
り
、
消
防

は
そ
の
対
象
で
は
な
い
。

加
え
て
、
広
域
化
に
つ
い
て
は
、
一
部
事

組
合
等
の

同

理
又
は
事

の
方

に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

る
が
、
関
係
市
町
村
間
に
お
い
て
そ
れ

れ
の
方

の

点

及
び

題
点
を
十
分
に

考

の
上
、
そ
の
地
域
に

も

し
た
方

を

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三

の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進

の
平
成
十
八
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
後
、
平
成
三
十
年
四

月
一
日
に

る
ま
で
の
広
域
化
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
広

域
化
の
進
捗
状
況
は
地
域
の
実
情
に
よ
っ
て

さ
れ
る

が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
指
針
一
、

で
も

べ
た
よ
う
に
、
平
成
十
八
年
か
ら
の
広
域
化
の

し
た

推
進
に
よ
り
、

運
の
高
い
地
域
等
に
お
い
て
、
広
域
化
は

一
定

度
進
み
、
成
果
が
現
れ
て
い
る
が
、

と
し
て
、

広
域
化
の
必
要
性
が
高
い

規
模
消
防
本
部
が

さ
れ
て
い

る
。ま

ず
は
、
市
町
村
が
自
ら
の
消
防
本
部
を
取
り
巻
く
状
況

と
自
ら
の
消
防
力
を
分
析
し
、
広
域
化
や
連
携
・
協
力
と
い

っ
た
手
段
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
を
考

え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に

規
模
消
防
本
部
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
あ
り
方
を

本
的
に

す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
地
域
の
実
情
を

し
た
広
域
的
な
地
方

体
で
あ
る
都
道
府
県
の

が
特
に
重
要
で
あ
る
。
平
成

十
年
及
び
平
成

十
一
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
に
よ
り
、

緊
急
消
防
援
助
隊
に
関
す
る
事

と

者
の

及
び

入
れ
の
実
施
基

に
関
す
る
事

が
都
道
府
県
の
事

に

加
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も

ら
か
な
よ
う
に
、
消
防
の
分

に

お
け
る
都
道
府
県
の

の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。
広

域
化
に
つ
い
て
も
、
本
指
針
一
、

で

さ
れ
た
現
下
の
消

防
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、

の
取
組
と
あ
わ
せ
、

都
道
府
県
に
は
、
関
係
市
町
村
間
の
必
要
な

整
、
情

の

そ
の

の
必
要
な
支
援
を
行
う

を
果
た
す
こ
と
が

に
期

さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
関
係
市
町
村
間
の
連

整
は
も
と
よ
り
、
広
域
化
に
係
る
市
町
村
の
財
政

又
は

事

に
対
す
る
支
援
等
に
つ
い
て
、
よ
り
積
極
的
に
そ

の

を
果
た
し
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の

推
進
に
取
り
組
む
こ
と
が

め
ら
れ
る
。

広
域
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
消
防
組
織
法
が
改
正
さ

れ
た
平
成
十
八
年
以
降
の
十
年
以
上
に
わ
た
る
取
組
を
振
り

返
っ
た
上
で
、
今
一
度

点
に
立
ち
返
り
、
推
進
計
画
を
再

策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

、
都
道
府
県
は
、
市
町
村

が
行
っ
た
自
ら
の
消
防
本
部
を
取
り
巻
く
状
況
と
自
ら
の
消

防
力
の
分
析
を
生
か
し
つ
つ
、
積
極
的
に

ー

ー

を
取
り
、
都
道
府
県
内
の
消
防
体
制
の
あ
り
方
を
再
度

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
本
指
針
一
、
４
に

げ
る

の
施
策
及
び
本
指
針

三
、
５
に

げ
る
各
都
道
府
県
に
お
け
る
措
置
を
重
点
的
に

実
施
す
る
地
域
（
以
下
「
消
防
広
域
化
重
点
地
域
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
指
定
し
、
広
域

化
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

あ
わ
せ
て
、
消
防
事

の
一
部
に
つ
い
て

に
連
携
・

協
力
を
行
う
こ
と
（
以
下
「
消
防
の
連
携
・
協
力
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
も
、
推
進
し
て
い
く
も
の
と
し
、
消
防
の
広
域
化

と
同

、
関
係
市
町
村
間
の
必
要
な

整
、
情

の

そ

の

の
必
要
な
支
援
を
行
う

を
果
た
す
こ
と
が
期

さ

れ
る
。に

お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進

す
る

め
の

策

本
指
針
一
、
３
を
踏
ま
え
、

は
、
自
主
的
な
市
町
村
の

消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
施
策
を
講

ず
る
。消

防
広
域
化
推
進
本
部
の
設
置

(１)

消
防
庁
に
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
け
る
広
域
化

の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
の
消
防
広
域
化
推
進
本
部
を
設

置
す
る
。

広

及
び

及

発

(２)

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
消

防
サ
ー

ス
の

を

け
る

民
、
広
域
化
に

取

り
組
む
市
町
村
及
び
指

助
言
や
連

整
等
を
市
町
村

に
対
し
て
行
う
都
道
府
県
が
広
域
化
の
必
要
性
、

や

的
な
状
況
等
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら

る
機

を

え
、

ま
た
、

当
な
広

体
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広

域
化
に
関
す
る
広

及
び

及

発
を
行
う
。

都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情

(３)

広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
制
度
、
広
域
化
を
行
っ
た

進
事

、
実

に
広
域
化
を
行
う

の
留
意
事
項
等
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の

ー

に

じ
た
情

を
行
い
、
関
係
者
に
お
け
る
広
域
化
に
関
す
る
取
組

の

進
を
図
る
。

相

体
制
の
確
保

実

(４)

広
域
化
を
実
現
し
た
消
防
本
部
の

部
職
員
等
で
消
防

庁
に

さ
れ
た
者
を
市
町
村
等
に

し
、
助
言
等
を

行
う
消
防
広
域
化
推
進

ー
の
活
用
等
に
よ

り
、
広
域
化
に
関
す
る
協

を
進
め
る
に
当
た
っ
て
の

課
題

の
対

方
策
等
広
域
化
に
関
す
る

別

体
の
相

に
積
極
的
に

じ
る
。

財
政
措
置

(５)
①

広
域
化
関
連
事
業

都
道
府
県
に
対
し
て
、
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作
成

等
に
関
す
る
広
域
化
対
象
市
町
村

の
情

し

く
は
助
言
、
本
指
針
三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重

点
地
域
の
指
定
、
協

の
参
画
、

又
は

広

発
等
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
所
要
の

通
交

付

措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
が
広
域
化

対
象
市
町
村
に
対
し
て
行
う
補
助
金
、
交
付
金
等
の
交

付
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
特
別
交
付

措
置

を
講
ず
る

か
、
地
方
自

法
（

十

年
法

六
十

）

八
十
四

一
項
の
地
方

体
の
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
で
広
域
化

を
行
っ
た
広
域
化
対
象
市
町
村
の
加
入
す
る
も
の

し

く
は
広
域
化
を
行
っ
た
広
域
化
対
象
市
町
村
又
は
組
合

で
広
域
化
を
行
う
広
域
化
対
象
市
町
村
の
加
入
す
る
も

の

し
く
は
広
域
化
を
行
う
広
域
化
対
象
市
町
村
（
以

下
「
広
域
化
対
象
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

当
該
広
域
化
対
象
市
町
村
等
が
広
域
消
防
運
営
計
画
を

達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
等
に
つ
い

て
、
財
政
運
営
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

次
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
消
防
広
域
化

重
点
地
域
に
対
す
る
も
の
に
重
点
化
し
て
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
都
道
府
県
の
推
進
計

(ⅰ)
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
を

成
す
る
市
町
村

の

部
又
は
一
部
か
ら
な
る
地
域
の
広
域
化
に
限

る
。
以
下
こ
の
①
に
お
い
て
「
市
町
村
の
消
防
の
広

域
化
」
と
い
う
。
）
に
伴
う
広
域
消
防
運
営
計
画
の

作
成
を
含
め
た
広
域
化
の

備
に
要
す
る
経
費
及
び

時
に
増
加
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
特
別
交
付

措
置
を
講
ず
る
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
平
成
三
十
六
年
四
月

(ⅱ)
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
い
、

広
域
消
防
運
営
計
画
又
は
消
防
署
所
等
（
消
防
署
、

所
及
び
指
令
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
再

整
備
計
画
（
以
下
「
広
域
消
防
運
営
計
画
等
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
必
要
と
な
る
消
防
署
所
等

（
一
体
的
に
整
備
す
る
自
主
防
災
組
織
等
の
た
め
の

施
設
を
含
む
。
）
の
増
改
築
（
広
域
消
防

運
営
計
画
等
に
お
い
て
消
防
署
所
等
の
再
配
置
が
必

要
で
あ
る
と

置
付
け
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

新
築
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
広
域
化
後
十
年

度
以
内
に
完
了
す
る
も
の
（
た
だ
し
、
広
域
化
前
に

完
了
す
る
も
の
を
含
み
、
平
成
十
八
年
の
消
防
組
織
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法
の
改
正
に
基
づ
い
て
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で

に
広
域
化
し
た
消
防
本
部
に
あ
っ
て
は
平
成
四
十
年

四
月
一
日
ま
で
に
完
了
す
る
も
の
。

に
お
い
て
同

(ⅲ)

じ
。
）
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政

措
置
を
講
ず
る
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
平
成
三
十
六
年
四
月

(ⅲ)
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
い
、

統
合
さ
れ
る
消
防
本
部
庁
舎
を
消
防
署
所
等
と
し
て

有
効
活
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
改
築
で
あ
っ

て
、
当
該
広
域
化
後
十
年
度
以
内
に
完
了
す
る
も
の

に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政
措
置
を

講
ず
る
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
伴
う
消
防
本
部
庁
舎

(ⅳ)
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
債
措

置
を
講
ず
る
。

消
防
通
信
・
指
令
施
設
（
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無

(ⅴ)
線
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
）
の
整
備
に
要
す

る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政
措
置
を
講
ず

る
。市

町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
平
成
三
十
六
年
四
月

(ⅵ)
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
い
、

広
域
消
防
運
営
計
画
等
に
基
づ
く
消
防
署
所
等
の
統

合
に
よ
る
効
率
化
等
に
よ
り
、
機
能
強
化
を
図
る
消

防
用
車
両
等
の
整
備
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
広
域
化

後
五
年
度
以
内
に
完
了
す
る
も
の
（
た
だ
し
、
広
域

化
前
に
完
了
す
る
も
の
を
含
み
、
平
成
十
八
年
の
消

防
組
織
法
の
改
正
に
基
づ
い
て
平
成
三
十
年
四
月
一

日
ま
で
に
広
域
化
し
た
消
防
本
部
に
あ
っ
て
は
平
成

三
十
五
年
四
月
一
日
ま
で
に
完
了
す
る
も
の
。
）
に

要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政
措
置
を
講

ず
る
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
伴
う
消
防
防
災
施
設

(ⅶ)
等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
消
防
防
災
施
設
等
整
備
費

補
助
金
及
び
緊
急
消
防
援
助
隊
設
備
整
備
費
補
助
金

の
交
付
の
決
定
に
当
た
っ
て
、
特
別
の
配
慮
を
す
る

も
の
と
す
る
。

②

連
携
・
協
力
関
連
事
業

組
合
で
消
防
の
連
携
・
協
力
を
行
う
市
町
村
の
加
入

す
る
も
の
又
は
消
防
の
連
携
・
協
力
を
行
う
市
町
村
（

以
下
「
連
携
・
協
力
実
施
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
に

対
し
て
、
当
該
連
携
・
協
力
実
施
市
町
村
等
が
消
防
の

連
携
・
協
力
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
連
携
・
協
力
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
達

成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
の
う
ち
特
に
消
防
の
広
域
化

に
つ
な
げ
る
効
果
が
高
い
も
の
に
要
す
る
経
費
等
に
つ

い
て
、
財
政
運
営
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

次
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
。

消
防
の
連
携
・
協
力
に
伴
い
、
連
携
・
協
力
実
施

(ⅰ)
計
画
に
基
づ
き
、
必
要
と
な
る
高
機
能
消
防
指
令
セ

ン
タ
ー
の
新
築
・
増
改
築
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
六

年
四
月
一
日
ま
で
に
完
了
す
る
も
の
に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政
措
置
を
講
ず
る
。

消
防
の
連
携
・
協
力
に
伴
い
、
連
携
・
協
力
実
施

(ⅱ)
計
画
に
基
づ
き
、
必
要
と
な
る
消
防
用
車
両
等
の
整

備
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
に
完

了
す
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方

財
政
措
置
を
講
ず
る
。

消
防
の
連
携
・
協
力
に
伴
う
消
防
防
災
施
設
等
の

(ⅲ)
整
備
に
つ
い
て
は
、
消
防
防
災
施
設
等
整
備
費
補
助

金
及
び
緊
急
消
防
援
助
隊
設
備
整
備
費
補
助
金
の
交

付
の
決
定
に
当
た
っ
て
、
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の

と
す
る
。

二

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る

期
間市

町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確

立
の
た
め
、
不
断
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
で
あ
る
が
、
地
域
に
お
け
る
広
域
化
に
つ
い
て
の
合
意
形
成

に
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
大

規
模
災
害
等
が
発
生
す
る
懸
念
が
高
ま
っ
て
お
り
、
広
域
化
の

取
組
が
急
が
れ
る
こ
と
や
過
度
に
長
期
の
期
限
を
設
け
る
と
集

中
的
な
広
域
化
の
取
組
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、
平
成
三
十
六
年
四
月
一
日
を
期
限
と
し
て
広
域
化

に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
の
推
進
計
画
等

(１)

平
成
三
十
年
度
中
を
目
途
と
し
て
、
消
防
本
部
、
市
町

村
等
と
緊
密
に
連
携
し
、
検
討
し
た
上
で
推
進
計
画
の
再

策
定
又
は
策
定
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化

(２)

各
広
域
化
対
象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
消
防
運
営

計
画
の
作
成
等
、
広
域
化
に
向
け
た
取
組
を
行
い
、
平
成

三
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
に
広
域
化
を
実
現
す
る
こ
と
。

三

推
進
計
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
及
び
都
道

府
県
に
お
け
る
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準

１

推
進
計
画
の
策
定

都
道
府
県
が
、
本
指
針
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
区

域
内
に
お
い
て
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、
そ
の
市
町
村
を
対
象

と
し
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
推
進
計
画

に
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る

(１)
基
本
的
な
事
項

次
の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。

①

推
進
計
画
は
、
広
域
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
市
町
村
に
つ
い
て
、
そ
の
広
域
化
を
計
画
的
か

つ
円
滑
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

②

広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る

た
め
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

広
域
化
は
、
市
町
村
、
住
民
、
消
防
関
係
者
等
の
理

解
を
得
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
な
が
ら
推
進
し
て
い

く
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

市
町
村
の
消
防
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

(２)

次
の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。

①

広
域
化
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
、
市

町
村
が
自
ら
の
消
防
本
部
を
取
り
巻
く
状
況
と
自
ら
の

消
防
力
を
分
析
し
、
広
域
化
や
連
携
・
協
力
と
い
っ
た

手
段
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
を
考

え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
都
道
府
県
が
市
町
村

に
対
し
、
当
該
分
析
・
検
討
を
行
う
た
め
に
積
極
的
な

助
言
・
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。

②

市
町
村
の
分
析
・
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、
消
防
組

織
法
が
改
正
さ
れ
た
平
成
十
八
年
以
降
の
約
十
年
間
に

お
け
る
、
推
進
計
画
に
対
す
る
広
域
化
の
進
捗
、
広
域

化
消
防
本
部
の
効
果
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
消
防
需

要
の
動
向
等
を
振
り
返
り
、
消
防
力
の
実
情
、
消
防
本

部
の
財
政
、
人
事
管
理
等
の
状
況
な
ど
の
市
町
村
の
消

防
の
現
況
を
把
握
し
、
改
め
て
広
域
化
の
必
要
性
を
十

分
認
識
し
た
上
で
、
今
後
の
人
口
の
減
少
、
消
防
需
要

の
変
化
、
消
防
職
員
の
高
齢
化
等
の
進
展
も
踏
ま
え
、

お
お
む
ね
十
年
後
の
消
防
体
制
の
姿
を
見
通
す
必
要
が

あ
る
こ
と
。

広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

(３)

本
指
針
三
、
２
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
に
基
づ
く
本
指

針
三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等
を

行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
指
針
三
、
３
に
よ
る
こ
と
。

ま
た
、
都
道
府
県
が
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

自
主
的
な
消
防
の
連
携
・
協
力
の
対
象
と
な
る
市
町
村
（

以
下
「
連
携
・
協
力
対
象
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
も
、
本
指
針
三
、
４
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め

(４)
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

本
指
針
三
、
５
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
基

(５)
本
的
な
事
項

本
指
針
四
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を
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し
て
定
め
る
こ
と
。

市
町
村
の
防
災
に
係
る
関
係
機
関
相

間
の
連
携
の
確

( )
保
に
関
す
る
事
項

本
指
針
五
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を

し
て
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
都
道
府
県
が
推
進
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

都
道
府
県
に
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の

、
消
防
機
関
の

（

備
消
防
・
消
防

）
、
住
民

及
び

識
経

者
等
で

成
す
る

員

等
の
協

機
関
を
設
置
す
る
な
ど

し
て
、
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
努
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
が
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
変

し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
意
見
を

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

で
あ
る
。

推
進
計
画
に
定
め
る
広
域
化

市
町
村
の
組
合
せ
に
関

す
る
基
準

各
都
道
府
県
は
、
以
下
の
点
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
推

進
計
画
に
お
い
て
、
広
域
化
対
象
市
町
村
及
び
そ
の
組
合
せ

を
定
め
る
こ
と
。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
規
模

(１)

一

と
し
て
は
、
消
防
本
部
の
規
模
が
大
き
い

ど

災
等
の
災
害

の
対

能
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
ま
た
組
織
管
理
、
財
政
運
営
等
の

点
か
ら
も

ま

し
い
。
現
行
の
推
進
計
画
に
お
い
て
、
一
の
都
道
府
県

体
を
一
つ
の

と
し
た
区
域
（
以
下
「

県
一
区
」
と

い
う
。
）
で
の
広
域
化
を
規
定
し
た
都
道
府
県
が
一
定

あ
る
が
、

県
一
区
で
の
広
域
化
は
理

的
な
消
防
本
部

の
あ
り
方
の
一
つ
と
も
言
え
る
。

そ
の
上
で
、
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
消
防

に

め
ら
れ
る
消
防
力
、
組
織
体
制
、
財
政
規
模
等
に

み
る
と
、
管

人
口
の

点
か
ら
言
え
ば
お
お
む
ね
三
十

以
上
の
規
模
を
一
つ
の
目

と
す
る
こ
と
が

当
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
各
市
町
村
は
、
管

積
の
広

、

交
通
事
情
、

部
な
ど
の
地
理
的

、
広
域
行
政
、

地
域
の

、
日

生
活

、
人
口
密
度
及
び
人
口
減
少

な
ど
の
人
口
動

等
の
地
域
の
事
情
を
そ
れ

れ
有
し
て

い
る
た
め
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
を
検
討
す
る

に
は
、
上

の
規
模
目

に
は
必
ず
し
も
と
ら
わ
れ
ず
、

規
模
消
防
本
部
の
広
域
化
を

実
に
推
進
す
る
と
い
う

点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
指
針
一
、

で
も

べ
た
よ
う
に
、

消
防
の
広
域
化
を
推
進
し
、

規
模
消
防
本
部
の
体
制
強

化
を
図
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と
な
っ
て
い
る

こ
と
に

み
、

規
模
消
防
本
部
及
び
消
防

員

が

人
以
下
の
消
防
本
部
に
つ
い
て
は
、

能
な
限
り
広
域
化

対
象
市
町
村
に
指
定
す
る
方
向
で
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
と
り
わ
け
、
消
防

員

が
五
十
人
以
下
の
消
防
本

部
（
以
下
「
特
定

規
模
消
防
本
部
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、

、
広
域
化
対
象
市
町
村
に
指
定
す
る
方
向

で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
、
都
道
府
県
内
の
消

防
の
あ
る
べ
き
姿
を

し
、
お
お
む
ね
十
年
後
ま
で
に

広
域
化
す
べ
き
組
合
せ
を
定
め
た
上
で
、
推
進
期
限
ま
で

に
広
域
化
す
べ
き
組
合
せ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
そ
の

、
必
要
に

じ
、
段

を
踏
ん
だ
組
合
せ
や
実
現

能

性
の
あ
る

の
組
合
せ
も
定
め
る
も
の
と
す
る
。

配
慮
す
べ
き
事
項

(２)

備
市
町
村
の

備
化
の
必
要
性
に
配
慮
す
る
必
要

が
あ
る
。

消
防
広
域
化

域
の

定

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の

(１)

十
分
な
消
防
防
災
体
制
が
確
保
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
市
町
村
等
を
消
防
広
域
化
重
点
地
域
に
指
定
し
、

の

広
域
化
対
象
市
町
村
よ
り
も

行
し
て
集
中
的
に
広
域
化

を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を

実
に

推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県

事
に
よ
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定

(２)
及
び

等

都
道
府
県

事
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
そ
れ

れ

の
組
合
せ
を

成
す
る
市
町
村
の

部
又
は
一
部
か
ら
な

る
地
域
の
う
ち
、
広
域
化
の
取
組
を

行
し
て
重
点
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
次
に
該
当
す
る
と
当

該
都
道
府
県

事
が
認
め
る
も
の
を
消
防
広
域
化
重
点
地

域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

今
後
、
十
分
な
消
防
防
災
体
制
が
確
保
で
き
な
い
お

そ
れ
が
あ
る
市
町
村
を
含
む
地
域

②

広
域
化
の

運
が
高
い
地
域

な
お
、
推
進
期
限
で
あ
る
平
成
三
十
六
年
四
月
一
日
ま

で
に
広
域
化
を
実
現
さ
せ
る
べ
き
地
域
は
消
防
広
域
化
重

点
地
域
に
指
定
す
る
こ
と
が

ま
し
く
、
そ
の
中
で
も
、

体
的
に
は
、
次
に

げ
る
地
域
に
つ
い
て
、
消
防
広
域

化
重
点
地
域
に

能
な
限
り
指
定
す
る
こ
と
が

ま
し

い
。

特
定

規
模
消
防
本
部

(ⅰ)

備
市
町
村

(ⅱ)

広
域
化
を

し
て
い
る
が
、
広
域
化
の
組
合
せ

(ⅲ)
が
決
ま
っ
て
い
な
い
消
防
本
部

広
域
化
対
象
市
町
村
の
一
の
組
合
せ
を

え
る
地
域
を

消
防
広
域
化
重
点
地
域
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
指
定
し
よ
う
と
す
る
地
域
が
広
域
化
対
象
市
町
村
の

一
の
組
合
せ
の

部
又
は
一
部
を

成
す
る
よ
う
、
事
前

又
は
事
後
に
推
進
計
画
の
変

を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
を
行
っ
た
と
き

は
そ
の

を
、
当
該
消
防
広
域
化
重
点
地
域
に
対
す
る
都

道
府
県
の
支
援
の
内

と
と
も
に

す
る
も
の
と
す

る
。関

係
市
町
村
の
意
見
の

取
等

(３)

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
都
道

府
県

事
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
市
町
村
の
意
見
を

く

も
の
と
す
る
。

ま
た
、
消
防
広
域
化
重
点
地
域
に
指
定
さ
れ
た
市
町
村

以

の
市
町
村
か
ら
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
を

め
る
意
見
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県

事
は
当
該
意
見
等
を

重
し
、
当
該
市
町
村
を
対
象
と
す

る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。消

防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の
変

(４)

及
び

は
、
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の
変

(２)

(３)

に
つ
い
て

用
す
る
。

４

推
進
計
画
に
定
め
る
連
携
・
協
力
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

に
関
す
る
基

消
防
の
連
携
・
協
力
の
意

消
防
の
広
域
化
は
消
防
力
の

・
強
化
に
当
た
っ
て

も
有
効
な
方
策
で
あ
る
が
、
消
防
の
広
域
化
の
実
現
に

は
な
お
時
間
を
要
す
る
地
域
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
地
域

に
お
い
て
は
、
消
防
の
広
域
化
に
つ
な
げ
る
べ
く
、
消
防

の
連
携
・
協
力
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

推
進
計
画

置
付
け
る
上
で
の
基
本
的
な
考
え
方

連
携
・
協
力
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
を
定
め
る
に
当
た

っ
て
は
、
消
防
の
広
域
化
と
同

に
地
域
の
実
情
を
考
慮

し
、
市
町
村
の
自
主
的
か
つ

な
消
防
の
連
携
・
協
力

を

重
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
消
防
の
連
携
・
協
力
が

緊
の

重

要
課
題
で
あ
る
消
防
の
広
域
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
ど
の
市
町
村
間

で
ど
の
よ
う
な
連
携
・
協
力
が

能
で
あ
る
か
に
つ
い

て
、
都
道
府
県
に
お
い
て
も
、
広
い

で
検
討
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
推
進
計
画
に

置
付
け
る
こ
と
が

ま
し
い
消

防
の
連
携
・
協
力
と
し
て
は
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ

ー
の

同
運
用
、
消
防
用
車
両
・
消
防
署
所
の

同
整
備

等
が

げ
ら
れ
る
。

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の

同
運
用

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
を

同
運
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
整
備
費
の

減
、
現
場
要
員
の

実
等
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
災
害
情

を
一

的
に
把
握

４ 

推
進
計
画
に
定
め
る
連
携
・
協
力
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

　

に
関
す
る
基
準
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し
、
効
果
的
・
効
率
的
な

援

が
確
立
さ
れ
る
な
ど

の
効
果
が
見
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
現
場
に
再

で
き
る

隊
に
自
動
で

動
指
令
を
行
う
い
わ

る
「

指
令
」
、

動

能
な
隊
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
高
機
能
消
防
指
令

セ
ン
タ
ー
を

同
運
用
し
て
い
る

消
防
本
部
の
隊
に
自

動
で

動
指
令
を
行
う
い
わ

る
「

隊
運
用
」
な
ど

の
高
度
な
運
用
に
よ
り
、
区
域
内
の
消
防
力
を
大
き
く
向

上
さ
せ
る
こ
と
も

能
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
人
事
交

が
生
ま
れ
る
な
ど
消
防
本
部
間

の

を

く
す
る
効
果
も
あ
り
、
消
防
の
連
携
・
協
力

の
中
で
も
、
消
防
の
広
域
化
に
つ
な
げ
る
効
果
が
特
に
大

き
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の

同
運
用
に
つ
い
て
は
、
広
域
化
の
推
進
と

せ
て
、
積
極

的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
上

の
こ
と
を
十
分
に
認
識

し
た
上
で
、
ま
ず
は
市
町
村
の
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ

ー
の

新
時
期
を
把
握
し
、
消
防
本
部
等
と
緊
密
に
連
携

し
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の

同
運
用
に
つ
い
て

検
討
し
、
そ
の

果
を
推
進
計
画
に

さ
せ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

な
お
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
を

同
運
用
す
る

規
模
に
つ
い
て
は
、
広
域
化
と
同

、
一

と
し
て
は
、

規
模
が
大
き
い

ど

ま
し
い
こ
と
に
も

み
、

積
、

人
口
等
に
お
い
て
、

的
な
規
模
の
都
道
府
県
で
あ
れ

ば
、

、

県
一
区
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

に
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
を

同
運
用
し
て
い
る
地

域
に
あ
っ
て
は
、
上

の
よ
う
な
高
度
な
運
用
に
よ
り
、

そ
の
効
果
を

大
限
に
生
か
す
こ
と
が

ま
し
い
。

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る

め
に

必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準

消
防
組
織
法

三
十
三

に
お
い
て
、
都
道
府
県

事
が

行
う
市
町
村
相

間
に
お
け
る
必
要
な

整
及
び
情

の

そ
の

の
必
要
な
援
助
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
各
都
道
府
県
は
、
推
進
計
画
に
お
い
て
、
当

該
各
都
道
府
県
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域

化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

体
的
に
は
、

①

広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

②

住
民
及
び
関
係
者
に
対
す
る
情

、

及

発

等
③

各
市
町
村
に
対
す
る
情

、
相

対

体
制
の

確
保
、
職
員
の

等

関
係
市
町
村
間
の
協

の
積
極
的
な
推

、

、

整
等

広
域
化
に
関
す
る

等
が
考
え
ら
れ
る
と
こ

で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
措
置
を
定
め
、
都
道
府
県
と
し
て
広
域
化
の
推

進
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

広
域
化

の
消
防
の

な

の

に
関
す

る
基

的
な

１

広
域
化

の
消
防
の

の

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
が
行
わ
れ
た
後
に
、
広
域
化
の

効
果
を
十
分
に
発

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
広
域
化
後

の
消
防
に
お
い
て
一

的
な
部
隊
運
用
、

動
体
制
、
事

理
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

市
町
村

間
の
関

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
主
に
組
合
又
は
事

に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
広
域
化
後
の

消
防
は
、
組
合
の

成
市
町
村
又
は

市
町
村

し
く
は

市
町
村
（
以
下
「

成
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
と
の

意

通
及
び
情

有
に
特
に
意
を
用
い
る
必
要
が
あ

る
。広

域
化

の
消
防
の

の

の

め
に

る

策こ
の
よ
う
に
、
広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保

の
た
め
に
は
、
広
域
化
後
の
消
防
の
体
制
を

に
整
備
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
は
、

え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
、

成
市
町
村
等

間
に
お
い
て
十
分
協

の
上
、

能
な
限
り
、
組
合
又
は
事

の
規
約
、
規

等
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ

と
が
有
効
で
あ
る
。

組
合
の
方

に
よ
る
場
合

(１)
①

経

的
経
費
、

的
経
費
そ
れ

れ
に
つ
い
て
の

成
市
町
村

と
の

金
の

又
は

合
等
に

係
る
基
本
的
な
ル
ー
ル

②

職
員
の

用
、

、

等
に
関
す
る
計
画

を
策
定
す
る
こ
と
。

③

中
長
期
的
な
整
備
費
用
の
見
通
し
を
含
め
た
消
防
力

の
整
備
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

部
隊
運
用
、
指
令
管
制
等
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
。

災
害
時
等
に

成
市
町
村
の
長
と
消
防
長
、
消
防
署

長
又
は
消
防

長
と
が
緊
密
に
連
携
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
相

連

、
情

有
等
に
関
す
る
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
。

成
市
町
村
間
の
連

の
定
期
的
な

、
消

防
長
の

決
対
象
の

確
化
等

成
市
町
村
間
の

な
意
見

整
を

能
と
す
る
た
め
の

組
み
を

築
す

る
こ
と
。

組
合
の
運
営
に
関
し
、
住
民
の
意
見
を

で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

事

の
方

に
よ
る
場
合

(２)
①

に
係
る
基
本
的
な
ル
ー
ル

②

災
害
時
等
に

市
町
村
の
長
と
消
防
長
、
消
防
署

長
又
は
消
防

長
と
が
緊
密
に
連
携
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
相

連

、
情

有
等
に
関
す
る
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
。

③

消
防
事

の
運
営
に
関
し
、
住
民
の
意
見
を

で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

推
進
計
画
及
び
広
域
消
防

計
画

の

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
必
要
な

事
項
を
推
進
計
画
に
お
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
広
域
化
対

象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
化
に
係
る
協

の

に
こ
れ

ら
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
協

の
上
、

能
な
限
り
広
域
消

防
運
営
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。

市
町
村
の
防

に

る
関

関

間
の

の

に
関
す
る

１

消
防

の

の

消
防

は
、
地
域
に
密

し
た
消
防
防
災
活
動
を
行
う
と

い
う
特
性
上
、
本
指
針
一
、
２
の
と
お
り
、
消
防
組
織
法
に

基
づ
き
推
進
す
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
対

象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、

来
ど
お
り
、
消
防
力
の
整
備
指
針

三
十

に
基
づ
き
、
市
町
村
の
合

等
消
防

の

そ
の

の
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
を

き
、
一
市
町
村
に

一

を
置
く
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
消
防

と
の
緊
密

な
連
携
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な

体
的
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。

①

備
消
防
の
管

区
域
内
の

の
消
防

の

長

の
中
か
ら
連

整

当
の

長
を
指

す
る
こ
と
に

よ
る

備
消
防
と
の
一

的
な
連

整

②

平

か
ら
の
各
消
防

合
同
又
は

備
消
防
を
含
め

た

等
の
実
施

③

成
市
町
村
等
の
消
防

と
当
該

成
市
町
村
等
の

区
域
に

す
る
消
防
署
所
と
の
連
携
確
保
の
た
め
の
、

消
防
署
所

の
消
防

と
の
連

整

当
の
配
置
、

定

的
な
連

の

等

備
消
防
と
消
防

と
の
連

通
信
手
段
の
確
保

以
上
の
よ
う
な
方
策
を
参
考
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
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じ
て
広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
消
防

と
の
連
携
の
確
保

を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

防

の

の

防
災
・

民
保

業

は
、
住
民
の

・

の
確
保

と
い
う

も
基
本
的
か
つ
重
要
な
業

で
あ
り
、
ま
た
、
関

係
部

・
関
係
機
関
が

に
わ
た
る
た
め
、
そ
れ
ら

体

を

合
的
に

整
で
き
る

者
が
実
施
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
行
う
と
き
に
は
、

広
域
化
後
の
消
防
本
部
と

成
市
町
村
等
の
防
災
・

民
保

当
部

と
の
緊
密
な
連
携
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な

体
的
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。

①

間
・

日
等
に
お
け
る
市
町
村
の
防
災
業

に
つ

い
て
、

動
時
の
連

体
制
な
ど
を
消
防
本
部
に
事

②

各

成
市
町
村
等
の
長
及
び

機
管
理

当

部
と

消
防
長
及
び
消
防
署
長
に
よ
る
協

の
設
置

③

各

成
市
町
村
等
と
当
該

成
市
町
村
等
の
区
域
に

す
る
消
防
署
所
と
の
連
携
確
保
の
た
め
の
、
定

的

な
連

の

、
各
市
町
村
の
災
害
対
策
本
部

の
各
消
防
署
所
の
消
防
職
員
の

等

防
災
・

民
保

当
部

と
消
防
本
部
と
の
人
事

交

合
的
な
合
同
防
災

の
実
施

防
災
・

民
保

当
部

と
消
防
本
部
と
の
情

通
信
手
段
の

実
に
よ
る
連

体
制
の
強
化

防
災
行
政
無
線
の

機
や

作
機
を
消
防
本
部

の
通
信
指
令
部

に
設
置
す
る
こ
と
に
よ
る

十
四
時

間
体
制
の
確
保

以
上
の
よ
う
な
方
策
を
参
考
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に

じ
て
広
域
化
後
の
消
防
本
部
と

成
市
町
村
等
の
防
災
・

民
保

当
部

と
の
連
携
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

推
進
計
画
及
び
広
域
消
防

計
画

の

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
必
要
な

事
項
を
推
進
計
画
に
お
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
広
域
化
対

象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
化
に
係
る
協

の

に
こ
れ

ら
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
協

の
上
、

能
な
限
り
広
域
消

防
運
営
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。
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広域化 広域化

年月日 年月日

富良野地区消防組合消防本部 滝川地区広域消防事務組合消防本部

上川南部消防事務組合消防本部 芦別市消防本部

東広島市消防局 赤平市消防本部

竹原広域消防本部 上川町（上川中部消防組合の構成町）

久留米市消防本部 鷹栖町（上川中部消防組合の構成町）

福岡県南広域消防組合消防本部 旭川市消防本部

東京消防庁 比布町（上川中部消防組合の構成町）

東久留米市消防本部 愛別町（上川中部消防組合の構成町）

砺波広域圏消防本部 当麻町（上川中部消防組合の構成町）

小矢部市消防本部 大雪消防組合

にしたか消防本部 大東市消防本部

加東市消防本部 四條畷市消防本部

加西市消防本部 中和広域消防組合消防本部

五條市消防本部 西和消防組合消防本部

十津川村（非常備） 山辺広域行政事務組合消防本部

山形市消防本部 香芝・広陵消防組合消防本部

山辺町（非常備） 大和郡山市消防本部

中山町（非常備） 桜井市消防本部

上砂川町消防本部 五條市消防本部

砂川地区広域消防組合消防本部 宇陀広域消防組合消防本部

米沢市消防本部 葛城市消防本部

南陽市消防本部 中吉野広域消防組合消防本部

高畠町消防本部 吉野広域行政組合消防本部

川西町消防本部 野迫川村（非常備村）

ひたちなか市消防本部 伊万里市消防本部

東海村消防本部 有田町消防本部

宇部市消防本部 熊本市消防局

山陽小野田市消防本部 高遊原南消防本部

東近江行政組合消防本部 富田林市消防本部

愛知郡広域行政組合消防本部 河南町消防本部

黒部市消防本部 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部

入善町消防本部 阿見町消防本部

朝日町消防本部 伊那消防組合消防本部

青森地域広域消防事務組合消防本部 伊南行政組合消防本部

平内町（北部上北広域の構成町） 豊中市消防本部

小田原市消防本部 能勢町（非常備）

足柄消防組合消防本部 高千穂町（非常備）

魚津市消防本部 五ヶ瀬町（非常備）

滑川市消防本部 日之影町（非常備）

上市町消防本部 大田原地区広域消防組合消防本部

舟橋村（非常備村） 黒磯那須消防組合消防本部

焼津市消防本部

藤枝市消防本部 北十勝消防事務組合消防本部

久喜地区消防組合消防本部 西十勝消防組合消防本部

加須市消防本部 南十勝消防事務組合消防本部

幸手市消防本部 東十勝消防事務組合消防本部

白岡市消防本部 池北三町行政事務組合消防本部

杉戸町消防本部

所沢市消防本部

狭山市消防本部

入間市消防本部 清川村（非常備）

埼玉西部広域消防本部
下田消防本部 島田市消防本部

西伊豆広域消防本部 吉田町牧之原市広域施設組合消防本部

泉佐野市消防本部 牧之原市相良消防本部

阪南岬消防組合消防本部 沼津市消防本部

泉南市消防本部 田方消防本部

熊取町消防本部 伊東市消防本部

たつの市消防本部 清水町消防本部

宍粟市消防本部 東伊豆町消防本部

相生市消防本部 三島市消防本部

佐用町消防本部 裾野市消防本部

朝来市消防本部 長泉町消防本部

養父市消防本部 箕面市消防本部

佐賀広域消防局 豊能町消防本部

神埼地区消防事務組合消防本部 新宮市消防本部

指宿地区消防組合消防本部 北山村（非常備）

南九州市の川辺町・知覧町 横須賀市消防局

弘前地区消防事務組合消防本部 三浦市消防本部

黒石地区消防事務組合消防本部 白山野々市広域消防本部

平川市消防本部

板柳町消防本部

岐阜市消防本部

山県市消防本部

本巣市消防組合消防本部

尾三消防本部

豊明市消防本部

長久手市消防本部

51 岐阜 事務委託岐阜市消防本部

30.4.1 52 愛知 尾三消防本部 一部事務組合

30.4.1

No 都道府県 広域化後の消防本部 広域化の方式 広域化前の消防本部等 No 都道府県 広域化後の消防本部 広域化の方式 広域化前の消防本部等

21.4.1

1 北海道
富良野広域連合消防本
部

広域連合

26.4.1

28 北海道
滝川地区広域消防事務
組合消防本部

一部事務組合

2 広島 東広島市消防局 事務委託

29 北海道 旭川市消防本部 事務委託
3 福岡 久留米広域消防本部 一部事務組合

22.4.1 4 東京 東京消防庁 事務委託

30 北海道 大雪消防組合 一部事務組合

23.4.1

5 富山
砺波地域消防組合消防
本部

一部事務組合

6 兵庫
31 大阪 大東四條畷消防本部 一部事務組合

32 奈良
奈良県広域消防組合消
防本部

一部事務組合

23.12.1 8 山形 山形市消防本部 事務委託

北はりま消防本部 一部事務組合

10 山形
置賜広域行政事務組合
消防本部

一部事務組合

11

23.11.28 7 奈良 五條市消防本部 事務委託

ひたちなか・東海広域事
務組合消防本部

一部事務組合 33 佐賀 伊万里・有田消防本部

24.4.1

9 北海道
砂川地区広域消防組合
消防本部

一部事務組合

一部事務組合

12 山口 宇部・山陽小野田消防局 一部事務組合 34 熊本 熊本市消防局 事務委託

茨城

24.10.1 13 滋賀
東近江行政組合消防本
部

一部事務組合 26.10.1 35 大阪 富田林市消防本部 事務委託

25.3.30 14 富山 新川地域消防本部 一部事務組合

27.4.1

36 茨城 稲敷広域消防本部 一部事務組合

37 長野 上伊那広域消防本部 広域連合
青森地域広域消防事務
組合消防本部

一部事務組合

38

18 静岡
志太広域事務組合志太
消防本部

一部事務組合

大阪 豊中市消防局 事務委託

16 神奈川 小田原市消防本部 事務委託

39 宮崎
西臼杵広域行政事務組
合消防本部

一部事務組合

17 富山
富山県東部消防組合消
防本部

一部事務組合

27.10.1 40 栃木 那須地区消防本部 一部事務組合

とかち広域消防局 一部事務組合

25.4.1

19 埼玉
埼玉東部消防組
合消防局

一部事務
組合

25.3.31

15 青森

42 埼玉
一部事務
組合

20 埼玉 埼玉西部消防局
一部事務
組合

43 神奈川 事務委託

44 静岡 静岡市消防局 事務委託21 静岡 下田消防本部 一部事務組合

22 大阪
泉州南消防組合泉州南
広域消防本部

一部事務組合

45 静岡 駿東伊豆消防本部 一部事務組合

23 兵庫 西はりま消防本部 一部事務組合

46 静岡 富士山南東消防本部 一部事務組合

24 兵庫 南但消防本部 一部事務組合

47 大阪 箕面市消防本部 事務委託

横須賀市消防局

25 佐賀 佐賀広域消防局 広域連合

48 和歌山

28.4.1

41 北海道

一部事務組合

新宮市消防本部 事務委託

26 鹿児島
指宿南九州消防組合消
防本部

一部事務組合

29.4.1

49 神奈川

川北町

(能美広域事務組合消防本部の一部)

事務委託

25.7.1 27 青森
弘前地区消防事務組合
消防本部

一部事務組合
50 石川

白山野々市広域消防本
部
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面
（ ）

口 ・ 所 消防
消防

口
指

消防
足

消防
平 年

消防
一

たり
消防

万
防 当
足

水
平 間
（ ）

平 間
（ ）

はし
足 足

1 たま市消防局 217.43 1,281,414 25 1,343 1.0 1,396 96.2% 1374 40.2 2.8% 3.6% 12,531 2.2 86.2% 10.2 8.0 90.0% 96.6%

1 上尾市消防本部 45.51 228,092 6 260 1.1 351 74.1% 276 40.1 1.8% 4.1% 11,552 2.6 37.9% 11.0 8.2 100.0% 75.0%

1 伊奈町消防本部 14.79 44,501 1 55 1.2 85 64.7% 55 43.8 0.0% 6.2% 15,955 4.5 50.0% 12.6 8.3 0.0% 66.7%

1 埼玉県 広域消防本部 112.61 261,897 9 334 1.3 420 79.5% 337 38.3 3.9% 3.9% 11,749 3.8 63.2% 10.8 6.9 50.0% 100.0%

2 川口市消防局 61.95 595,495 13 540 0.9 646 83.6% 543 36.7 3.7% 2.9% 9,282 2.0 35.7% 12.4 8.1 100.0% 92.3%

2 市消防本部 5.11 73,900 2 85 1.2 116 73.3% 85 35.3 2.4% 3.3% 10,568 2.7 50.0% 9.3 7.0 200.0% 100.0%

2 戸田市消防本部 18.19 137,320 3 139 1.0 168 82.7% 139 36.5 1.4% 2.9% 9,962 2.9 36.8% 12.4 6.6 100.0% 66.7%

3
朝 地区一部事務組合埼玉県南西部
消防本部

61.21 458,465 8 423 0.9 512 82.6% 423 36.6 4.7% 2.7% 8,077 2.0 89.6% 11.9 8.8 100.0% 75.0%

3 入間東部地区事務組合消防本部 49.74 262,194 5 280 1.1 371 75.5% 280 37.1 5.4% 3.2% 10,767 2.7 76.5% 12.9 8.4 100.0% 77.8%

3 戸・ ヶ島消防組合消防本部 58.67 171,592 4 193 1.1 228 84.6% 199 37.4 4.0% 4.3% 12,460 2.9 65.5% 11.3 8.8 100.0% 83.3%

3 比 広域消防本部 316.91 191,852 9 274 1.4 372 73.7% 269 34.5 1.1% 3.9% 13,307 4.7 54.8% 13.5 10.4 100.0% 100.0%

3 川 地区消防局 150.76 372,398 8 439 1.2 497 88.3% 438 39.3 4.6% 3.9% 12,049 2.1 61.7% 11.8 9.4 133.3% 72.7%

3 西入間広域消防組合消防本部 100.19 60,759 3 114 1.9 150 76.0% 113 37.8 4.4% 5.3% 16,903 4.9 63.6% 13.8 9.4 100.0% 100.0%

4 埼玉西部消防局 406.32 783,064 19 868 1.1 989 87.8% 866 39.9 3.8% 4.1% 12,191 2.7 73.8% 11.5 8.8 140.0% 100.0%

5 熊 市消防本部 159.82 199,705 6 245 1.2 317 77.3% 241 38.4 3.7% 4.3% 13,375 3.5 55.0% 11.3 9.4 100.0% 100.0%

5 行田市消防本部 67.49 82,836 4 103 1.2 183 56.3% 103 37.8 3.9% 3.6% 11,770 4.8 80.0% 9.4 7.8 100.0% 100.0%

5 市消防本部 202.62 179,161 8 226 1.3 292 77.4% 223 37.2 2.2% 3.9% 12,659 4.5 57.9% 12.8 8.3 100.0% 100.0%

5 父消防本部 892.62 102,714 5 169 1.6 210 80.5% 173 36.6 2.3% 2.4% 12,004 8.8 55.2% 13.4 10.2 100.0% 100.0%

5 児玉郡市広域消防本部 199.68 135,510 7 205 1.5 236 86.9% 207 35.1 2.9% 4.4% 16,176 5.2 45.0% 13.4 8.3 100.0% 100.0%

6 日部市消防本部 66 236,466 8 281 1.2 385 73.0% 279 39.7 0.7% 3.8% 11,131 3.4 54.3% 10.5 8.0 100.0% 100.0%

6 市消防本部 60.24 339,156 6 329 1.0 400 82.3% 348 39.1 3.7% 4.0% 11,066 2.4 37.1% 12.1 8.7 100.0% 80.0%

6 三 市消防本部 30.13 139,164 3 166 1.2 183 90.7% 164 39.1 4.9% 3.4% 10,757 2.9 87.5% 14.3 8.8 200.0% 80.0%

6 吉川 消防組合消防本部 47.86 101,686 3 150 1.5 173 86.7% 146 35.0 2.1% 5.5% 16,030 3.0 78.6% 10.6 6.9 100.0% 80.0%

6 加 消防局 45.48 334,122 6 329 1.0 393 83.7% 331 36.4 6.3% 3.3% 9,673 3.0 60.5% 11.6 9.3 100.0% 83.3%

7 生市消防本部 58.64 55,441 2 79 1.4 113 69.9% 79 36.1 1.3% 4.6% 14,845 3.6 69.2% 15.6 9.1 0% 67%

7 田市消防本部 27.28 62,347 2 87 1.4 121 71.9% 92 36.3 7.6% 4.5% 12,505 4.8 50.0% 13.4 9.0 0% 75%

7 埼玉東部消防組合消防局 320.54 452,479 18 639 1.4 797 80.2% 645 40.0 2.6% 4.5% 14,120 4.0 97.2% 12.2 8.1 50% 138%

小 消防平 63,297 2 87 1.4 128.0 69% 87.8 37.8 3.3% 4.6% 13,758 4.2 60% 12.3 8.5 67% 85%

中 消防平 239,110 7 282 1.2 350.3 81% 284.3 37.6 3.2% 3.8% 12,051 3.6 62% 12.1 8.5 100% 90%

大 消防本部平 886,658 19 917 1.0 1010.3 89% 927.7 38.9 3.4% 3.5% 11,335 2.3 65% 11.4 8.3 100% 96%
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たま市 上尾市 伊奈町 埼玉県 広域（ 巣市・ 川市・北本市）

面

（ ） 平成 年 平成 年 平成 年( ）

たま市 217.4 1,176,314 1,263,979 1,312,452

上尾市 45.5 220,232 225,196 221,182

伊奈町 14.8 36,535 44,442 46,301

埼玉県 広域 112.6 263,397 259,417 245,242

巣市 67.4 119,594 118,072 112,410

川市 25.4 73,677 73,936 70,464

北本市 19.8 70,126 67,409 62,368

390.3 1,696,478 1,793,034 1,825,177

広域化に た ま の取組

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年

上尾市と伊奈町 広域化 地域に指

上尾市・伊奈町広域化 に 中

口（ ）

上尾市と伊奈町 消防広域化 設

消防長 明 事務 当 明 市町村長 明

県 の 連

設置

上尾市と伊奈町 消防指 の一部 合 用
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川口市 市 戸田市

面

（ ） 平成 年 平成 年 平成 年( ）

川口市 480,079

( ヶ 市) 58,355

市 5.1 70,010 72,260 72,845

戸田市 18.2 116,696 136,150 149,177

85.3 725,140 786,522 816,790

広域化に た ま の取組

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

広域化

62.0

広域化の と した広域化 のとりまと

広域化 に 連 と につ

594,768
平成 年 月に
市町村合

口（ ）

578,112

消防長 明 事務 当 明 市町村長 明

県 の 連

川口市と ヶ 市 合



- 71 --  - 

面

（ ） 平成 年 平成 年 平成 年( ）

川 地区 150.8 356,701 371,533 375,141

川 市 109.1 333795 350,745 357,110

川島町 41.6 22,906 20,788 18,031

61.2 421,834 451,923 463,901

朝 市 18.3 124,393 136,299 142,732

志木市 9.1 67,448 72,676 75,568

和 市 11.0 76,688 80,826 80,960

新 市 22.8 153,305 162,122 164,641

入間東部地区事務組合 49.7 243,758 257,528 260,685

富士見市 19.8 104,748 108,102 107,444

野市 101,960 110,970 115,868

三 町 15.3 37,050 38,456 37,373

戸・ ヶ島消防組合 58.7 168,747 171,934 166,236

戸市 41.0 98,964 101,679 97,928

ヶ島市 17.7 69,783 70,255 68,308

比 広域 316.9 200,899 193,206 182,157

東 山市 65.4 91,302 91,437 90,444

滑川町 29.7 15,434 18,212 19,414

山町 29.9 19,479 18,341 16,687

小川町 60.4 35,401 31,178 27,113

吉見町 38.6 22,217 19,631 16,606

と 町 55.9 13,271 11,492 9,582

東 父村 37.1 3,795 2,915 2,311

西入間広域消防組合 100.2 68,463 63,329 55,183

山町 34.1 39,122 37,275 32,915

生町 40.4 13,356 11,716 9,955

山町 25.7 15,985 14,338 12,313

737.4 1,460,402 1,509,453 1,503,303

広域化に た ま の取組

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

埼玉県南西部

川 地区（川 市・川島町） 埼玉県南西部（朝 市・志木市・和 市・新 市） 入間東部地区事務組合
（富士見市・ 野市・三 町） 戸・ ヶ島消防組合 比 広域（東 山市・滑川町・ 山町・小川町・
吉見町・と 町・東 父村） 西入間広域消防組合（ 山町・ 生町・ 山町）

戸・ ヶ島と西入間 消防指 の 用

戸・ ヶ島と西入間の消防広域化

広域化の と した 戸 ヶ島・西入間広域化 のとりまと

消防長 明 事務 当 明 市町村長 明

県 の 連

の設置

口（ ）面積 人口（人）
（㎢） 平成 17 年 平成 27 年 平成 37 年 ( 推計）

川越地区 150.8 356,701 371,533 375,141
川越市 109.1 333795 350,745 357,110
川島町 41.6 22,906 20,788 18,031

埼玉県南西部 61.2 421,834 451,923 463,901
朝霞市 18.3 124,393 136,299 142,732
志木市 9.1 67,448 72,676 75,568
和光市 11.0 76,688 80,826 80,960
新座市 22.8 153,305 162,122 164,641

入間東部地区事務組合 49.7 243,758 257,528 260,685
富士見市 19.8 104,748 108,102 107,444
ふじみ野市 101,960 110,970 115,868
三芳町 15.3 37,050 38,456 37,373

坂戸・鶴ヶ島消防組合 58.7 168,747 171,934 166,236
坂戸市 41.0 98,964 101,679 97,928
鶴ヶ島市 17.7 69,783 70,255 68,308

比企広域 316.9 200,899 193,206 182,157
東松山市 65.4 91,302 91,437 90,444
滑川町    29.7 15,434 18,212 19,414
嵐山町    29.9 19,479 18,341 16,687
小川町    60.4 35,401 31,178 27,113
吉見町    38.6 22,217 19,631 16,606
ときがわ町 55.9 13,271 11,492 9,582
東秩父村 37.1 3,795 2,915 2,311

西入間広域消防組合 100.2 68,463 63,329 55,183
毛呂山町 34.1 39,122 37,275 32,915
越生町 40.4 13,356 11,716 9,955
鳩山町 25.7 15,985 14,338 12,313

737.4 1,460,402 1,509,453 1,503,303
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埼玉西部（所沢市・狭山市・入間市・ 能市・日高市）

面

（ ） 平成 年 平成 年 平成 年( ）

406.3 781,229 778,416 743,895

所沢市 72.1 336,100 340,386 332,327

狭山市 49.0 158,074 152,405 143,260

入間市 44.7 148,576 148,390 140,961

能市 193.0 84,860 80,715 74,084

日高市 47.5 53,619 56,520 53,263

広域化に た ま の取組

平成 年 月 消防長 明 事務 当 明 市町村長 明

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

口（ ）

埼玉西部消防局

県 の 連

構成市市長 （消防広域化の につ 本合 ）

埼玉西部消防局の 足

広域消防 の

消防広域化 設 （県は とし ）

面積 人口（人）
（㎢） 平成 17 年 平成 27 年 平成 37 年 ( 推計）

埼玉西部消防局 406.3 781,229 778,416 743,895

所沢市 72.1 336,100 340,386 332,327

狭山市 49.0 158,074 152,405 143,260

入間市 44.7 148,576 148,390 140,961

飯能市 193.0 84,860 80,715 74,084

日高市 47.5 53,619 56,520 53,263
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面積 人口（人）
（㎢） 平成 17 年 平成 27 年 平成 37 年 ( 推計）

熊谷市 159.8 204,675 198,742 185,836
行田市 67.5 88,815 82,113 73,376
深谷市 202.6 183,522 177,892 168,697

深谷市 138.4 103529 143,811 138,521
寄居町 64.3 37061 34,081 30,176

秩父消防 892.6 114596 101,648 87,388
秩父市 577.8 70563 63,555 55,881
横瀬町    49.4 9684 8,519 7,275
皆野町    63.7 11518 10,133 8,431
長瀞町    30.4 8352 7,324 6,165
小鹿野町  171.3 14479 12,117 9,636

児玉郡市広域 199.7 139,837 133,383 124,746
本庄市 89.7 81,957 77,881 73,914
美里町    33.4 11,963 11,207 10,142
神川町    47.4 15,062 13,730 11,781
上里町    29.2 30,855 30,565 28,909

計 1522.2 731,445 693,778 640,043
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日部市 市 三 市 吉川 消防組合（吉川市・ 町） 加 （ 加市・ 市）

平成 年( ）

広域化に た ま の取組

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

加市と 市 広域化 地域に指

加 消防局の 足

加市 市広域消防

消防長 明 事務 当 明 市町村長 明

県 の 連

の設置

加市と 市 広域化 設
（県は とし ）

面積 人口（人）
（㎢） 平成 17 年 平成 27 年 平成 37 年 ( 推計）

春日部市 66.0 238,506 232,709 217,391

越谷市 60.2 315,792 337,498 347,549

三郷市 30.2 128,278 136,521 140,568

吉川松伏消防組合 47.9 91,141 99,799 103,204

吉川市 31.7 60,284 69,738 75,806

松伏町 16.2 30,857 30,061 27,398

草加八潮消防局 45.5 311,823 333,751 332,389

草加市 27.5 236,316 247,034 243,644

八潮市 18.0 75,507 86,717 88,745

計 249.8 1,085,540 1,140,278 1,141,101
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生市 田市 埼玉東部消防組合（加須市・久喜市・幸手市・白岡市・宮 町・杉戸町）

面
（ ） 平成 年 平成 年 平成 年( ）

生市 58.6 56,693 54,874 50,995

田市 27.3 63,474 62,380 59,190

埼玉東部消防組合 320.5 453,842 447,799 422,459

加須市 133.5 115,497 112,229 103,908

久喜市 82.4 154,684 152,311 144,335

幸手市 34.0 54,006 52524 47,881

白岡市 24.9 48,389 51,535 52,469

宮 町 15.9 34,620 33,705 32,060

杉戸町 30.0 46,646 45,495 41,806

406.5 574,009 565,053 532,644

広域化に た ま の取組

広域消防 の

埼玉東部消防組合消防局の 足

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

消防長 明 事務 当 明 市町村長 明

県 の 連

広域化 指した 組 （消防広域化 連 ） 上

消防広域化 設
（県は とし ）

口（ ）面積 人口（人）
（㎢） 平成 17 年 平成 27 年 平成 37 年 ( 推計）

羽生市 58.6 56,693 54,874 50,995

蓮田市 27.3 63,474 62,380 59,190

埼玉東部消防組合 320.5 453,842 447,799 422,459

加須市 133.5 115,497 112,229 103,908

久喜市 82.4 154,684 152,311 144,335

幸手市 34.0 54,006 52524 47,881

白岡市 24.9 48,389 51,535 52,469

宮代町 15.9 34,620 33,705 32,060
杉戸町 30.0 46,646 45,495 41,806

計 406.5 574,009 565,053 532,644



  彩の国

埼埼 玉玉 県県

埼玉県危機管理防災部消防課 消防広域担当

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号

電話 ０４８－８３０－８１７１（直通）

Ｅ 埼玉県のマスコット

コバトン＆さいたまっち




